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企画調整会議設置要綱（新旧対照表）（案） 
改正案 現行 

企画調整会議 設置要綱 

 

１．検討項目 

ＣＡＲＡＴＳの実現に向けた活動全般の企画（ＣＡＲＡＴＳの見直しを含

む。）、施策の優先順位付け、目標の達成状況の分析、各ワーキンググループ

等の活動の調整・とりまとめ、推進協議会の事前調整等を行う。 

 

２．構成メンバー 

（運航者） 

定期航空協会 

全日本航空事業連合会 

日本航空機操縦士協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空関連メーカー） 

地上機器製造者 

航空機製造者 

（関係省庁） 

防衛省 

気象庁 

（航空局） 
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  総務課企画室 

航空ネットワーク部航空ネットワーク企画課 

安全部安全政策課 

安全部安全企画室 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部交通管制企画課航空交通国際業務室 

交通管制部交通管制企画課管制情報処理システム室 

交通管制部交通管制企画課マルチ航空モビリティ交通管制調整室 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部運用課航空情報・飛行検査高度化企画室 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

交通管制部管制技術課航空灯火・電気技術室 

 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 

 

３．ワーキンググループの設置 

企画調整会議の下に、ＣＡＲＡＴＳの実現に向けたロードマップに記載さ

れた施策について、導入計画の検討・進捗管理、費用対効果の分析、必要な

調査の実施、研究の推進その他必要な事項の検討等を行うため、以下のワー

キンググループを設置する。 

（１）ＡＴＭ検討ワーキンググループ 

（２）ＣＮＳ検討ワーキンググループ 
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（３）ＤＸ推進ワーキンググループ 

（４）航空気象検討ワーキンググループ 

 

４．サブグループの設置 

企画調整会議の下に以下のサブワーキンググループを設置する。 

（１）指標・費用サブグループ 

（２）研究開発推進サブグループ 

（３）ＣＯ２削減推進サブグループ 

（４）安全性向上サブグループ 

 

５．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

６．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

（３）ＤＸ推進ワーキンググループ 

（４）航空気象検討ワーキンググループ 

 

４．サブグループの設置 

企画調整会議の下に以下のサブワーキンググループを設置する。 

（１）指標・費用サブグループ 
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５．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

６．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名する

者をもって充てる。 
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安全性向上サブグループ設置要綱（案） 
新設案  

安全性向上サブグループ 設置要綱 

 

１．検討項目 

安全に資する各社取組の共有、また航空機運航において安全性向上に資す

る新技術や研究開発等についての報告、議論等を行う。 

 

２．構成メンバー 

（運航者） 

定期航空協会 

（研究機関） 

電子航法研究所 

宇宙航空研究開発機構 

（航空局） 

交通管制部交通管制企画課 

交通管制部管制課 

交通管制部管制課空域調整整備室 

交通管制部運用課 

交通管制部管制技術課航行支援技術高度化企画室 

安全部安全政策課 

安全部航空安全推進室 

安全部航空機安全課 

 なお、必要に応じて、学識経験者の参加を求めることができる。 
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３．事務局 

航空局交通管制部交通管制企画課に事務局を置く。 

 

４．ファシリテーターの選出等 

（ファシリテーター） 

ファシリテーターを構成メンバーの互選により選出する。 

（サブファシリテーター） 

サブファシリテーターは、構成メンバーのうちファシリテーターが指名す

る者をもって充てる。 

サブファシリテーターはファシリテーターを補佐し、必要なときはファシ

リテーターの職務を代理することができる。 
 


